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第８回代議員会 理事長挨拶（要旨） 

皆様にはご多用のところご出席いただきましてありがとうございます。 

また、平素は、当基金の事業運営に格別のご理解とご支援を賜っており、この場をお借

りして、厚く御礼申し上げます。 

 今年の梅雨は傘を手放せない日々が続いておりますが、梅雨明けも近いようでござい

ます。予報では昨年のような殺人的猛暑にはならないようですが、梅雨が明けますと 

本格的な夏がやってまいりますので、皆さまには、熱中症対策など、体調管理にはくれ

ぐれもご留意いただきたいと思います。 

さて、本日は、平成３０年度決算についてご審議いただくほか、先般実施した「現

行制度の拡充等に関するアンケート」の結果と、これを踏まえた今後の対応方針等に 

ついてお諮りさせていただくこととしております。 

あさって参議院選挙の投開票が行われますが、ご承知のように、「２０００万円の

老後資金不足問題」を契機に、今回の選挙の争点の一つにもなった年金制度の在り方

や、労働人口が減少していく中、受給者を支える側である従業員の継続雇用の延長が 

クローズアップされております。 

政府は、既に７０歳までの継続雇用の方針を打ち出しており、そうした中、当基金

の今の制度は、現在の継続雇用制度との平仄が取れていない状況にございます。詳しく

はこの後説明させていただきますが、私としては、少なくとも、６５歳までの継続雇用

制度に対応するための整備が必要と考えており、本日はそのための提案をさせていただ

くこととしております。 

 皆さまには、当基金の制度が、企業年金として今後どうあるべきかといった視点から

ご意見をいただければ幸いであります。 

最後になりますが、本日の会議が、活発な議論の下、有意義なものとなりますこと

を祈念いたしまして、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。 

去る７月１９日東京金属事業健保会館で第８回代議員会が開催されました。 

当日は、平成３０年度決算と、決算結果を踏まえた財政検証結果について審議が

行われました。また、本年３月末から４月末にかけて全事業主を対象に行った 

「現行制度の拡充等に関するアンケート」の実施結果と、それを踏まえた今後の対

応方針について審議が行われました。このほか、資産運用の高度化および分散投資

の検討を進めていくことについて意見が交わされ、提出議案の全てについて全会

一致をもって議決承認されました。 

本号では、これら第８回代議員会における議題を中心にその概要をお知らせい

たします。 
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代議員の交替のお知らせ 

本年２月２０日に急逝された選定代議員 留場 彊 氏（徳力精工株式会社）の後任に、同社の

山蔭 剛志 氏が選定されました。 

東京金属事業企業年金基金の代議員の方々（敬称略） 
 

選定代議員 

役 職 氏 名 事業所名 

理事長 石川 隆一 石徳螺子株式会社 

副理事長 西  正信 株式会社やまびこ 

理 事 酒井  豊 東京金属事業企業年金基金 

監 事 小林 秀之 秀邦金属株式会社 

代議員 藤田  学 東京金属事業健康保険組合 

代議員 山蔭 剛志 徳力精工株式会社 

代議員 髙山 進好 株式会社東邦製作所 

当基金の運用は、現在、資産規模の制約から、市場ベンチマーク並みの収益獲得を目指す四

資産（国内債券、国内株式、外国債券、外国株式）によるパッシブ運用のみとなっています。

しかしながら、市場の値動きに追随するパッシブ運用は、コストが低くて済むというメリット

がある一方、平成２９年度、平成３０年度の結果からも明らかなように、株価の大幅下落な

ど、市場でクラッシュが起きると、その影響をまともに受けるというデメリットを有していま

す。 

足元の市場環境は、依然不透明な米中貿易協議の行方など、懸念材料が山積しボラティリ

ティも高まりつつあります。こうした中、当基金は、平成３０年度決算の結果まだ繰越剰余金

を有するものの、２０１９年度の運用結果次第では２０２０年度の財政再計算を前に不足金を

抱える状態となることも危惧されることから、第８回代議員会では、できるだけリスクを分散

することで資産運用の安定化を図るための検討に着手することが議決されました。具体的に

は、９月以降、資産運用委員会において、ポートフォリオの見直し、新規導入ファンドの検討

など、所要の検討を行い、具体案を来年２月の次回代議員会までに取りまとめることとされま

した。 

〈 2019.7.19現在 〉 

互選代議員 

役 職 氏 名 事業所名 

理 事 太田 哲郎 株式会社ベスト 

理 事 鈴木 保之 ヱトー株式会社 

理 事 森辻 英樹 アトムリビンテック株式会社 

監 事 竹内 則康 株式会社竹内工業所 

代議員 末永 正明 水戸工業株式会社 

代議員 庭山  理 櫻金属工業株式会社 

代議員 中出  博 株式会社中出製作所 

資産運用の高度化および分散投資の検討について 

資産規模 運用対象資産 

   ～２０憶円 四資産パッシブ＋ヘッジ外債 

   ～５０憶円 アクティブファンド など 

  ～１００憶円 オルタナティブ（高流動タイプ）など 

  １００億円～ オルタナティブ（低流動タイプ）など 

（参考）資産運用の高度化のイメージ ～DB基金創設当時の考え方～ 

資
産
残
高
に
応
じ
高
度
化 

 現在 
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掛金収入 
標準掛金 212百万円 
特別掛金 816百万円 

給付費 
年  金 278百万円 
一時金 120百万円 

平成３０年度 決算等の概要 

第８回代議員会において、平成３０年度事業報告および決算が全会一致で承認されま 

した。また、決算では、年金資産の積立状況を確認して年金財政の検証を行う財政検証を

実施しました。以下では、平成３０年度決算等の概要をお知らせいたします。 

なお、当基金の平成３０年度事業報告および決算等の詳細については、別添の「平成３０

年度業務概況報告書」（REVIEW OF OPERATIONS IN FISCAL 2018）をご参照ください。 

収益は、標準掛金2億１２百万円、特別掛金8億１６百万円を合わせ掛金収入が10億２８百万

円、運用収益が１３百万円で合計１０億４６百万円となりました。 

一方、費用は、年金・一時金の給付費が3億９８百万円、他制度への移換金１２百万円、運用

報酬２百万円、業務委託費７百万円で、経常費用計は４億１９百万円となりました。 

 負債の変動に伴う費用として責任準備金増加額６億２８百万円を計上しておりますが、これは

実際にはキャッシュアウトを伴わない年金数理上の費用科目です。 

 なお、平成３０年度の運用収益は１.２２％と、予定利回りの２.０％を下回ったため、６百万円

の当年度不足金を計上し、これについては、別途積立金３０百万円を取崩し処分することとしま

した。 

年金経理は、掛金収入や資産の運用による運用収益、年金・一時金の給付費などを

管理する会計です。 
年金経理 

収益勘定 費用勘定 

【貸借対照表】 

【損益計算書】 

運用収益 

負債勘定 資産勘定 

１,０４６ 百万円 １,０４６ 百万円 

３９８ 百万円 

１２ 百万円 
９ 百万円 

６２８百万円 

６百万円 

１,０２８ 百万円 

１３ 百万円 

１,４９５ 百万円 

２０７ 百万円 

１,２８２ 百万円 

１,４９５ 百万円 

７７ 百万円 

１,３８８ 百万円 

３０ 百万円 

運用報酬，業務委託費 

移換金 

責任準備金増加額 

基本金 
別途積立金 

責任準備金 
 

流動資産 
未収掛金等 

固定資産 
信託財産 

支払備金 
未払給付費等 

６ 百万円 

当年度不足金 
 

基本金 
当年度不足金 
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基本金 
繰越剰余金,当年度剰余金 

事務費 

代議員会費 

業務委託費 

雑支出 

当年度剰余金 

１,５５７ 万円 

４,５４７万円 

１６ 万円 
６５６ 万円 
６５ 万円 

２,２５４ 万円 

 収益は、事務費掛金収入の４,５４７万円となりました。 

 一方、費用は、人件費を含めた事務執行経費の事務費が１,５５７万円、代議員会費１６万円、

業務委託費６５６万円のほか、掛金収納代行委託手数料等の雑支出が６５万円で、費用合計は 

２,２９３万円となりました。この結果、業務経理では、２,２５４万円の当年度剰余金を計上いた

しました。 

収益勘定 費用勘定 

 基金の毎年の決算では、財政検証によって積立状況を確認します。 

 積立状況のチェックは、①制度が今後とも継続する前提で、現時点の積立状況に問題ない

かどうかを検証する「継続基準」と、②制度が現時点で終了する前提で、現在までの加入期間に見合った給付

を賄う資産が確保されているかどうかを検証する「継続基準」の２つの基準によって行い、いずれも積立水準

1.0以上がクリアの要件となります。検証の結果は以下のとおりです。継続基準では、年金資産が必要積立金を

上回っていることから基準をクリアしています。一方、非継続基準については、外形上基準に抵触しています

が、これは特別掛金を７年償却としている制度設計に起因するもので、毎年特別掛金の償却が進み、資産が積

み上がればこの状態は解消されるため問題はありません。 

業務経理は、基金の事業運営に要する事務費、代議員会に係る経費などを管理する

会計です。 
業務経理 

【①継続基準】 【②非継続基準】 

積立水準 ０.４３ 

剰余金（24百万円） 

掛金収入 
 

４,５４７ 万円 ４,５４７ 万円 

【貸借対照表】 

【損益計算書】 

負債勘定 資産勘定 

流動資産 
現預金、未収掛金 

４,６１１ 万円 

８８ 万円 

４,５２３ 万円 

４,６１１ 万円 

４,６１１ 万円 

流動負債 
預り金、未払金等 

 財政検証 

年金資産 
（1,412百万円） 

責任準備金 
（1,388百万円） 

最低積立基準額 
（3,251百万円） 

積立不足 
（1,839百万円） 

年金資産 
（1,412百万円） 

積立水準 １.０１ 
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当基金では、現行制度が65歳までの継続雇用等の実態に合致しておらず、これを改善してもらいたいと

の要望が多数寄せられていることを踏まえ、標記アンケートを実施させていただきました。その結果、加

入事業所110社中、91社（回答率82.7％）から回答をお寄せいただきました。実施結果と、それを踏ま

え第8回代議員会で議決承認された対応方針をお知らせいたします。 

現行制度の拡充等に関するアンケートの実施結果と  

今後の対応について  

貴社では定年制度を設けていますか。 
Q１ 設けている 77社 

86％ 

 

14％ 

定年制度を設けている場合、次のどちらですか。 
Q２ 一律 67社 

86％ 

 

14％ 

全員一律定年制を採用している場合の定年年齢

は何歳ですか。 

Q３ 60歳 50社 

71％ 

65歳 17社 

25％ 

 

 
4％ 

採用している定年後の継続雇用制度は次のどれで

すか。 

Q４ 再雇用 49社 

65％ 

併用 17社 

23％ 
 

12％ 

再雇用・勤務延長後の雇用年齢は何歳ですか。 
Q５  

2％ 

65歳 45社 

61％ 

70歳以上  

17社 26％ 
 

11％ 

当基金のＤＢ制度は貴社退職金制度の内枠・外枠

どちらですか。 

Q６ 内枠 22社 

26％ 

外枠 64社 

74％ 

当基金のＤＢ制度を退職金の内枠としている場合、

ＤＢ制度は退職金全体額の概ねどのくらいの割合で

すか。 

Q７ 
～25％ 12社 

55％ 

25～50％ 8社 

36％ 

 

 
9％ 

1 アンケートの実施結果 

（２）現行制度の拡充関係 

 

当基金のＤＢ制度では３年間の待期期間（加入  

制限期間）を設けておりますが、これをなくすことに

ついてどう思いますか。 

Q９ 

（１）継続雇用・退職給付制度関係 

加入年齢の引上げや、待期期間の廃止を行う場合

には掛金は増加することになりますが、掛金が増加

してもこれらの変更は必要と思いますか。 

Q10  Q11 

12社

13％ 

37社 

41％ 

41社

46％ 77％ 

23％ 

23社

26％ 

34社 

37％ 

34社

37％ 
60％ 

40％ 

20社

22％ 

40社 

45％ 

30社

33％ 
60％ 

40％ 

31社

35％ 

40社 

45％ 

18社

20％ 
37％ 

63％ 

■ 賛成 

■ 反対 

■ どちらともいえない 

■ 賛成 

■ 反対 

■ どちらともいえない 

■ 必要 

■ 不要 

■ どちらともいえない 

■ 賛成 

■ 反対 

■ どちらともいえない 

設けていない 13社 

 その他 11社 

 その他 62,63歳 

 

 勤務延長 9社 

61,62歳 2社   66～69歳 

 50～75％ 2社 

当基金のＤＢ制度の加入年齢は60歳まで、年金の

支給開始年齢は60歳からとなっていますが、定年

後の継続雇用の実態を踏まえ加入年齢を65歳  

まで、年金支給開始年齢を原則65歳（60歳未満の

退職者は60歳、60～65歳未満の退職者は退職時）

とすることについてどう思いますか。 

Q８ 

待期期間を廃止した場合には、廃止前と廃止後の加

入者間で不均衡が生じることとなります。仮にこれを

是正する場合には特別掛金（口数×3年分）を別途

設定する方法が考えられますが、これを設けること

についてどう思いますか。 
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以下は、平成26年4月から平成30年12月までの間に厚生年金基金からＤＢ制度に移行した110の総合型Ｄ

Ｂ基金の制度内容を示したものです。加入年齢、年金開始年齢について、大半の基金では65歳（もしくは70歳）

までの継続雇用を前提とした制度設計となっており、また、待期期間は設けておりません。これらを標準とすれ

ば、当基金の現行制度は標準から乖離している状況にあります。 

2 他基金の現状 

加入年齢の上限  待期の有無 年金支給開始年齢 

60歳未満 
9基金 

（8.2％） 
有 

3基金 

（2.7％） 

60歳支給 
7基金 

（6.4％） 

65歳未満  
90基金 

（81.8％）  

60歳～65歳 

の段階的支給 

80基金 

（72.7％） 

無 
107基金 

（97.3％） 
70歳未満 

11基金 

（10.0％） 

その他 

50歳台を含む70歳

までの段階的支給 

23基金 

（20.9％） 

65歳までの継続雇用を義務付けている現行の高年齢者雇用安定法について、政府は、70歳に引き上げるこ

とを柱とする同法の改正を目指しており、同時に企業年金を含めた年金制度の見直しに向けた検討が開始され

ています。 

 

Q12 加入事業所が東京都以外の道府県に多数所在して

いる現状を踏まえるとともに、今後他県の事業所が

加入しやすいよう、基金名称から「東京」を外すな

ど、名称を変更することについてどう思いますか。 

Q13 

参考  厚生年金基金からＤＢ制度に移行した総合型ＤＢ基金の制度内容 

23社

25％ 

38社 

42％ 

30社

33％ 
57％ 

43％ 

■ 賛成 

■ 反対 

■ どちらともいえない 

10社

11％ 

41社 

45％ 

40社

44％ 
80％ 

20％ 

■ 賛成 

■ 反対 

■ どちらともいえない 

参考  雇用及び年金制度を巡る政府の方針 ～5月15日未来投資会議（於：総理官邸）資料より～ 

高年齢者雇用安定法改正の骨格 

（７０歳までの就業機会確保策） 

公的・私的年金制度の対応 

（人生100年時代に向けた年金制度改革） 

 ６５歳  ６０歳  ７０歳 希望者全員を 

雇用義務 

改正の方向 

努力義務（注） 

現行制度 

企業の選択肢 

① 定年延長 

② 定年廃止 

③ 65歳までの 

 継続雇用 

企業の選択肢 

① 定年70歳まで延長 

② 定年廃止 

③ 継続雇用年齢を 
 70歳まで引き上げ 

④ 他の企業への 
 再就職支援 

⑤ フリーランスで 
 働くための資金提供 

⑥ 起業支援 

⑦ ＮＰＯ活動などへの 
 資金提供 

（注）努力義務としているが、進捗を踏まえ、義務化のための法改正を検討 

◯ 在職老齢年金制度の見直し 

◯ 年金受給開始年齢（現在は70歳まで 

選択可）の拡大 

◯ 私的年金の加入可能年齢等の見直し 

◯ 短時間労働者等への更なる適用拡大  

当基金 当基金 

3 政府の動き 

当基金 

当基金のＤＢ掛金は事業所ごとに全員一律の加入

口数となっていますが、これを勤続年数や職能   

など、社内の一定ルールに基づき設定できるよう、  

口数設定方法を弾力化することについてどう思いま

すか。 



８ 

 

企業年金基金概況                            ２０１９年６月末現在  

 発行 東京金属事業企業年金基金 
  〠101-8571 東京都千代田区岩本町1-11-11 東京金属事業健保会館１階 ☎03-5829-4950  

  URL  http://www.kinzoku-pf.or.jp/ 

実施事業所数 加入者数 受給者数 年金資産額 

１１２社 4,１８０人 9６５人 １,６２６百万円 

政府の動向から、このまま現状の制度とした場合には、継続雇用の実態との乖離がなお一層拡大するため、

一旦現行の継続雇用制度に沿った制度へ見直すことといたしました。ただし、アンケート結果から、画一的な  

制度変更は困難なため、①加入上限年齢・年金支給開始年齢、②待期期間については、各事業所において制

度拡充によるものと、現行どおりのいずれかを選択、③待期期間の廃止に伴う特別掛金の設定、④口数設定の

弾力化については、希望する事業所において設定、⑤基金名称については、変更を行うことといたしました。 

制度の拡充につきましては、2020年10月施行を目指し下記スケジュールにて進めていくこととなりました。 

5 今後のスケジュール 

２０１９年 ８月 アンケート結果及び対応方針を加入事業所へフィードバック 

 ９～１２月 
制度拡充の各メニューに対する事業所の最終意思確認 

各事業所との就業規則等の調整（※） 

２０２０年 ２月 代議員会 

 ３～６月 特別掛金設定事業所に係る数理計算、規約変更案作成 

 ７月 
代議員会 

規約変更認可申請 

 １０月 施行 

（※）規約整備の関係上、制度拡充の内容を本則とし、現行どおりとする事業所については、本則のただし書および別表で本則を適用

しない旨の規定を設ける必要があり、このため適用除外の根拠となる就業規則等における該当条項などを別表で整備するための

調整です。口数設定の弾力化に関しても、勤続年数や役職に応じた設定口数を就業規則等において整備する必要があります。 

前記対応方針のとおり、加入上限年齢（年金支給開始年齢）、待期期間設定の有無については、各事業

主において、制度拡充後と現行どおりのいずれかを選択していただくこととなります。また、待期を外す場合

の特別掛金の設定、口数設定の弾力化については、希望する事業主の任意で設定が可能となります。 

アンケートにおいて「どちらでもない」を回答された事業主を含め、最終的な意思確認を本年９月以降行わ

せていただく予定です。事業主の皆さまにはご協力よろしくお願いいたします。 

（※）制度拡充前60歳到達により資格喪失した者であって、年金・一時金を受給していない者は65歳まで再加入可。 

4 アンケートの実施結果等を踏まえた対応方針 

  現行制度 
いずれかを選択 

制度拡充 現行どおり 

加入上限年齢 ６０歳未満 ６５歳未満（※） ６０歳未満 

①  
年金支給開始年齢 ６０歳から 

６５歳から 

60歳未満退職者 60歳から 

60～65歳未満退職 退職時 
６０歳から 

② 待期期間 ３年 
廃止 

（入社と同時に資格取得） 
３年 

③ 
待期期間の廃止に伴う 

特別掛金の設定 
ー 希望により特別掛金の設定可 

④ 口数設定の弾力化 全員一律同口数 希望により勤務年数等に応じた口数設定可 

⑤ 基金名称 東京金属事業企業年金基金 変更を行う 


